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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：健診情報が確実に本人情報であることの確認方針（1/2）

①：完了

• 資格情報の登録における真正性確保と同様の条件とし、健診情報と資格情報についてキー項目の有無に関わらず、基本4情報を用いて突合するこ
とで整合性を確認することを条件とすることで健診情報が確実に本陣情報であることを確認。
健診情報の登録に係る運用確立に向け、ベンダには令和５年11月に、福祉事務所には令和6年3月に対応方法の周知を実施。

• 健診情報の本人情報の確認をしていない福祉事務所が登録することを防ぐため、実際に健診情報の本人情報の確認が完了した時点（令和６年４
月以降）で、本人情報の確認が完了した旨の報告を求める。

対応結果

• 健診情報について、確実に本人情報である
確認をどのように確保するか検討が必要。

中間報告時点での課題

① 確実に本人である健診情報を登録いただくために、「キー項目（公費負担者番号・受給
者番号、宛名番号、ケース番号/世帯員番号等）の有無に関わらず、基本４情報を突
合することを条件に登録を認めることとする。」という健診情報の登録方針を定め、福祉事
務所に周知を行う。

対応アプローチ

健診機関 自治体の保健部局等 福祉事務所 実施機関（支払基金）

被保護者 健診機関 自治体
（健康管理システム）

福祉事務所
福祉事務所

システム

特定健診等デー
タ収集システム等/
オンライン資格確

認等システム

＜XMLファイル＞

健診情報
の取込

医療機関等／マイナポータル／NDB

医療機関等
システム

健診情報 医師等

被保護者マイナポータル

NDB 研究者等

健診情報健診
情報

健診
情報

随時登録
用データ

NDB連携
用データ

資格
情報

• 健診情報について、資格情報との一致確認により確実に本人情
報であることを確認する必要がある

• 健診情報における本人情報の確認が完了し、初めて健診情報を
登録するタイミングで厚生労働省へ申告する。

福祉事務所における健診情報登録の流れ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.3. 検討経緯/検討結果の詳細：健診情報が確実に本人情報であることの確認方針（2/2）

健診情報の登録に係る周知資料

＜ベンダ向け周知＞ ＜福祉事務所向け周知＞

健診情報及び資格情報等の登
録に係るベンダ説明会

健診情報における本人情報の確
認方針及び手順について

福祉事務所向け事務連絡 報告フォーム原案
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.4. 検討経緯/検討結果の詳細：医療機関等に対する導入推進策（1/2）

①：完了

• 厚生労働省HP・医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて導入の手引きを公開し、運用開始時には事務連絡で周知を実施した。

• 補助金制度について月次（令和５年９月～令和６年３月）でオンライン請求システムのポップアップや医療扶助のオンライン資格確認導
入の手引きを利用した周知を実施した。

• 福祉事務所向けポータルサイトにおいて福祉事務所が医療機関等・薬局に対して説明を行う際に活用できるガイドライン資料を公開した。

対応結果

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している医療
機関等に対し、いかに導入を進めるか。

中間報告時点での課題

① 医療機関等向けに以下のアプローチを実施する。

• 制度・導入の概要について、厚生労働省HP・医療
機関等向け総合ポータルサイト等を利用した周知を
実施する。

• 医療機関等における医療扶助のオンライン資格確認
導入促進のため、オンライン請求システムのポップアッ
プ等を利用して補助金制度における周知を実施する。

• 福祉事務所が地域の医療機関・薬局に対して説明
を行う際に活用できるガイドライン資料を公開し、医
療機関・薬局の理解促進を図る。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.4. 検討経緯/検討結果の詳細：医療機関等に対する導入推進策（2/2）

対応アプローチに係る参考資料等

＜補助金に係る周知＞

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け
た医療機関・薬局向け周知のガイドライン

事務連絡（医療扶助におけるオンライン
資格確認の運用開始について）

＜導入に係る周知＞

医療扶助のオンライン資格確認導入
の手引き

医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き オンライン請求システムのポップアップ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所に対する導入推進策（1/2）

①：完了

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向けアンケートや問合せ内容を考慮して、福祉事務所向けポータルサイト上で作業全体の概要や
各作業の手順に係る周知を行った。

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んでいないと思われる福祉事務所には個別連絡し、対応状況ヒアリングのうえで、ボトルネッ
クを解消するための個別のアプローチを実施した。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の福祉事務所に対しては、個別に連絡を行い回答を得ることで、課題把握・導入支援に繋げた。

対応結果

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が不足している福祉
事務所に対し、いかに導入を進めるか。

中間報告時点での課題

① 以下のアプローチを実施する。

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向けのアン
ケート結果や問い合わせ内容を考慮して、導入にお
ける作業全体の概要や各作業の手順に係る周知を
行う。

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んで
いないと思われる福祉事務所には個別連絡をし、対
応状況ヒアリングのうえで、ボトルネックを解消するため
個別のアプローチを実施する。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の自治体に対
しては、導入状況を把握するため個別のアプローチを
実施する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所に対する導入推進策（2/2）

対応アプローチに係る参考資料等

「医療扶助のオンライン資格確認の導入状況等に係るア
ンケート調査」の結果を受けてご確認いただきたい資料
及び留意事項

（福祉事務所向けポータルサイト）

医療扶助のオンライン資格確認の導入に係る福祉事務
所向けアンケートについて（依頼）

（福祉事務所向けポータルサイト）

• 福祉事務所向けアンケートに基づき、導入が進んでい
ないと思われる福祉事務所には個別連絡し、対応状
況ヒアリングのうえで、ボトルネックを解消するための個
別のアプローチを実施した。

• 福祉事務所向けアンケートに未回答の福祉事務所に
対しては、個別に連絡を行い回答を得ることで、課題
把握・導入支援に繋げた。

• 福祉事務所全体に向けて、福祉事務所向け
アンケートや問合せ内容を考慮して、福祉事
務所向けポータルサイト上で作業全体の概要
や各作業の手順に係る周知を行った。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の登録見込（1/2）

①：完了

• 各福祉事務所に架電を行いフォロー（対応事項や解説資料の連携等）を実施した。

➢ フォローについては、個人番号の真正性の確保や受給者番号の固定化の徹底等について自己点検を実施いただくための「データ整
備のチェックリスト」ができていない、もしくは未対応事項が比較的軽微な福祉事務所等から対応する等、優先順位を決めて行った。

• 対応の結果、令和５年12月22日時点で、福祉事務所全体の77％が資格情報の登録実績ありとなった。その他の福祉事務所は以下の
流れで登録を予定している。

➢ 令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了した福祉事務所には、登録を開始いただく。

➢ 上記が間に合わない場合、令和６年５月中に中間サーバーでの新チェック（随時でJ-LIS照会をして真正性の確認を行う機能）
が実装され次第、登録を開始いただく。

対応結果

• 資格情報等の初回登録が開始された中、いかに福祉事務所
の登録を増やすか。

中間報告時点での課題

① 最新の福祉事務所の課題をアンケート/ヒアリングで把握し、
各福祉事務所の対応状況に沿ったアプローチを継続実施す
る。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の登録見込（2/2）

参考（福祉事務所の導入スケジュール）

849

77.0%

1

0.1%

252

22.9%

登録実績あり

登録対象者無し

12/22までの登録実績無し

福祉事務所の導入（資格情報等の登録開始）割合

令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了できない福祉事務所は、
引き続き、対応を進めていただき、令和６年５月中に中間サーバーでの新チェック（随時でJ-LIS照会をして
真正性の確認を行う機能）が実装され次第、条件を満たした福祉事務所から順次、登録を開始いただく。

2

令和６年３月に実施するJ-LIS照会までに資格情報等登録の事前対応事項を完了した福祉事務所には、
登録を開始いただく。

１

【パターン1】

現時点で

導入済の

福祉事務所

10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 ４月 5月

マイルストン

▼検証運用開始
（2/13）

▼運用開始
(3/1)

▼全件J-LIS照会
（1/21~1/23） ▼新チェックの実装

（予定）

初回登録期間
(10/2～12/6)

初回登録情報の
修正期間

(12/6～12/22) ▼全件J-LIS照会再突合
（2/10~2/11）

全件J-LIS
照の

エラー修正

▼３月末J-LIS照会
（3/23~3/24）
（予定）

資格情報等の
初回登録

資格情報等の
修正

資格情報等の
新規登録

資格情報等の修正

【パターン2】

現時点で

未導入の

福祉事務所

資格情報等
の新規登録・

修正

登録の事前対応事項の実施

登録の事前対応事項の完了報告

資格情報等の登録・修正

現時点で未導入の福祉事務所【パターン２】の対応方針

※凡例：
上部数字はアンケート報告のあった福祉事
務所数
下部は割合

令和５年12月22日時
点

上記、未導入の福祉事務所には、委託先医療機関・薬局に対して未導入である旨及び今後の導入予定を
連携いただく（令和６年１月25日に検証運用開始に伴う事務連絡にて周知済み）。

3
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（1/3）

①：完了（今後も継続実施予定）

• 補助金の申請期間を当初の令和6年1月15日から令和6年3月1日に延長の周知を適切に実施し、補助金申請に係る間口を拡大した。

• 令和６年度も引き続き、医療扶助のオンライン資格確認の導入を予定している医療機関等に対して支援を継続していく予定である。

②：完了

• オンライン請求ポップアップ及び医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、補助金の申請期間が延期したこと等を周知することで認知機会を増加させ
た。

③：完了（今後も継続実施予定）

• 医療機関等向けの導入意思促進に係るオンライン資格確認事業合同動画において、他事業との同時導入について説明を行った。

④：完了（今後も継続実施予定）

• 他事業との合同説明会/勉強会や医療扶助のオンライン資格確認導入の手引きにおいて、他のオンライン資格確認関連施策との同時導入作業が可
能であることを説明した。

対応結果

• 導入意欲はあるが、令和６年度以降の導
入予定としている医療機関・薬局に対して、
どのように導入時期を早めさせるか。

中間報告時点での課題

① 医療機関等のシステム改修状況や他オンライン資格確認関連施策の導入対応が
重なることを考慮し、令和6年度中の補助金申請期間の延長の決定について、適
切に周知を行う。

② 補助金申請に係る認知機会の増加を図るために、オンライン請求ポップアップ及び
医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて補助金申請について周知する。

③ 医療機関等向けの導入意思促進に係るオンライン資格確認事業合同動画におい
て、他事業との同時導入について説明を行う。

④ 医療機関等システムベンダ向けの合同説明会/勉強会において、他のオンライン資
格確認関連施策（電子処方箋等）との同時導入作業が可能であり、導入に係
る作業負担軽減の可能性について説明を行う。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（2/3）

参考（令和６年度中に導入予定の医療機関等）

オンライン請求システムのポップアップ（イメージ）

オンライン請求システムのポップアップを利用して、
令和6年9月～2月まで月次で補助金制度につ
いて周知をした。

医療扶助のオンライン資格確認等導入に係る助
成金について

（医療機関等向け総合ポータルサイト）

※１ 実施期間：令和６年3月5日～３月10日、有効回答総数：116,633件（回答総数171,793件からアンケート回答に同意しない等の回答を除いたもの）
回答対象：オンライン資格確認に係る本番環境接続済、オン運用開始済、電子処方箋運用開始済の医療機関・薬局

※２ アンケート回答に同意しない等の回答（55,160件）が令和６年度中に導入すると仮定した場合、令和６年度中に導入予定の医療機関等は最大で80,812施設となる。

42,632 

16,859 

8,793 

6,728 

2,890 

38,731 

0 10,000 20,000 30,000 40,000

1:現時点で既に導入済み又は令和５年

度中に導入予定

2:令和６年４月～９月までに導入予定

3:令和６年10月～令和７年３月までに

導入予定

4:令和７年度中に導入予定

5:令和８年度中に導入予定

6:現時点では導入を検討していない

施設数

医療機関・薬局における医療扶助のオンライン資格

確認の導入意向（施設数）※１
令和5年度導入

予定

令和6年度以降導

入予定

導入予定な

し

＜凡例＞

(36.6%)

(14.5%)

(7.5%)

(5.8%)

(2.5%)

(33.2%)

令和６年度中にオンライン資格確認を
導入予定の医療機関等は25,652施
設である。※２

令和６年度も引き続き、医療扶助のオ
ンライン資格確認の導入を予定してい
る医療機関等に対して支援を継続して
いく必要があると認識している。

導入予定時期ごとの医療機関・薬局数
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯/検討結果の詳細：令和６年度以降の導入予定の医療機関等への対応（3/3）

参考（令和６年度中に導入予定の医療機関等）

医療機関等向け導入意思促進に係る周知動画 医療機関等システムベンダ向け勉強会資料

合同勉強会において、
他のオンライン資格
確認関連施策との
同時導入作業が可
能であることを説明
した。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者のオンライン資格確認の利用促進（1/2）

①：完了

• 令和５年１月、福祉事務所向けに「福祉事務所向け国民配布用パンフレット」及び「リーフレット案」を配布していたが、オンライン資格確
認の利用開始に合わせて、新たなリーフレットを作成し周知を呼びかけた。

➢ 令和６年3月、福祉事務所向けポータルサイトに福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフレットを公開した。

➢ リーフレットは、マイナンバーカード利用のメリットや方法について詳細に説明し、被保護者の利用促進に資する情報提供を行った。

対応結果

• 被保護者のオンライン資格確認利用の促進をどのように促す
か。

中間報告時点での課題

① 福祉事務所が被保護者向けに配布するリーフレットを作成し、
オンライン資格確認利用開始及び初回登録方法の周知を
実施する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者のオンライン資格確認の利用促進（2/2）

被保護者向けマイナポータル利用
方法に係るリーフレット

対応アプローチに係る参考資料等

＜表面＞ ＜裏面＞
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.9. 検討経緯/検討結果の詳細：中間サーバーへの資格情報等登録の推進

登録実績ログ抽出断面：12/22（金）登録データ数（被保護者数）の登録実績】

• 各福祉事務所の資格情報登録予定日と登録対象となる被保護者数及び中間サーバーへの登録実績のログを基に、対応が遅延していると見
られる福祉事務所に対して、架電やメールで対応状況の確認及び必要に応じてフォローを実施。

資格情報登録の推進に係る対応
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600000 登録データ数（被保護者数） 累計

• 中間サーバーへの登録が遅延していると見られる福祉事務所に対しては、架電やメールで対応状況の確認及び必要に応じてフォローを実施。
• 令和５年12月22日時点で、1,327,655件の被保護者の資格情報等のデータが完了している。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の導入作業に係る周知（ネットワーク接続方式等） （1/2）

①：完了

• ネットワークや各システム、統合専用端末等の各ベンダへの依頼事項や、連携対象の資料を示したFAQを作成し、公開した。

対応結果

• 導入作業を把握できず、どのベンダにどの範囲の依頼をするべ
きなのか分からない自治体が存在する（特にネットワーク対
応）。

課題

① ネットワークや各システム、統合専用端末等の各ベンダへの
依頼事項や、連携対象の資料を示したFAQを作成し、公
開する。

対応アプローチ
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯/検討結果の詳細：福祉事務所の導入作業に係る周知（ネットワーク接続方式等）

ネットワーク接続方式に係る資料

対応アプローチに係る参考資料等
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯/検討結果の詳細：資格情報等の登録に向けた福祉事務所の対応状況及びフォロー

＜福祉事務所のフォーム回答状況について＞

状況

• 10/5（木）午前の段階で、資格情報等の登録に係る事前対応事項の完了報告が未完（報告フォーム①、②ともに未提出）の福祉事務所
が101件（保険者コード単位）存在しております。

• 福祉事務所向けポータルサイトのメールにて過去重ねてリマインドを行ってきましたが、これら福祉事務所は依頼対応への意識が特に低いと考えられ、
ポータルサイトのお知らせの回数を継続して増やしていく手法は効果が薄いと考えています。

• なお、依頼を認識できていないことで資格情報等の登録時期が遅延してしまう状況を避けるため、報告フォームの刈り取りは早急に行っていく必要が
ある認識です。

【参考】

10/3（火）定例にて提示した
集計結果(10/2時点)

ご依頼事項

• 報告フォーム①、②ともに未提出の自治体に対し、都道府県・政令指定都市の単位（中核市は未回答福祉事務所無し）で管内福祉事務所に
呼びかけを行うよう厚労省様より依頼いただくことは可能でしょうか（対象福祉事務所が101件と多数存在することから、厚労省様からは取り纏め
自治体の単位に呼びかけを行うことが妥当と判断）。

• なお、ご依頼には以下の別紙をご利用ください。

✓ メール文案_報告フォームの自治体による提出催促依頼_20231005

✓ 都道府県等から管内福祉事務所への報告フォーム提出に係る依頼雛形

✓ 報告フォーム未回答の福祉事務所一覧（都道府県・政令指定都市には、都道府県単位のファイルに分割予定です。）

• 上記呼びかけをもっても未回答福祉事務所が残存する場合の対応は別途相談させていただきたく存じます。

2023年10月5日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20231005」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.12. 検討経緯/検討結果の詳細：被保護者ごとのマイナンバーカードの初回登録状況の把握

前提

• 3月の本格運用開始に向け、各被保護者の初回登録状況を福祉事務所が把握できるように、本格運用開始前まで
にマイナンバーカード保険証利用登録（初回紐付）状況ファイル（以下、「初回登録状況ファイル」という。）を通
知する方針。

• 今回の初回登録状況ファイルの通知対象は福祉事務所のみ（医療保険者には通知しない）とする。

ご共有事項

• 前回までの定例会議及びQA一覧でのやり取りを踏まえ、以下のスケジュールで福祉事務所へ初回登録状況ファイルを
通知いたします。

【通知発出までのスケジュール】

• 2/21（水）：2/20（火）断面で初回登録状況ファイルの作成（抽出）（支払基金様）

• 2/21（水）：初回登録状況ファイルをNEC様に連携（支払基金様）

• 2/22（木）：支払基金様より受領した初回登録状況ファイルの確認（NEC様）

• 2/23（金）：バッチ処理（お知らせ通知）の実行（NEC様）

➢通知対象は福祉事務所のみに整理

• 2/26（月）：午後から順次、各福祉事務所へ通知が発出される
※ 午前中は資格重複チェック結果のお知らせ通知が発出される

2024年2月20日 支払基金様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20240220」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.13. 検討経緯/検討結果の詳細：委託先医療機関等の導入状況の確認方法（1/2）

背景

• 医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、Excelファイルで厚労省HPに掲載する方針としておりまし
た。

• しかし、福祉事務所より、医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストのCSVファイルも提供いただきたい
要望を受けております。

• 上記要望を踏まえ、医療機関・薬局リストの厚労省HPに掲載する方針および流れについて摺合せさせてください。

掲載方針

• （当初予定）医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、Excelファイルで厚労省HPに掲載する

• （変更後）医療扶助オン資を導入済みの医療機関・薬局リストは、ExcelファイルおよびCSVファイルで厚労省
HPに掲載する

医療機関・薬局リスト掲載までの流れ

1. オンライン資格確認等システムで“医療扶助のオン資運用開始”を選択している医療機関・薬局リスト（CSVファ
イル）を出力する。（支払基金）

2. CSVファイルをExcelファイルに加工する。（支払基金）

3. CSVファイルおよび加工したExcelファイルを厚生労働省に連携する。（支払基金）
⇒連携はメールを想定

4. 厚生労働省HPにCSVファイルおよびExcelファイルを掲載する。（厚生労働省）

※１～４は、月次（月末の最終営業日）で実施いただく想定です。

2023年7月11日 支払基金様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20230711」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.13. 検討経緯/検討結果の詳細：委託先医療機関等の導入状況の確認方法（2/2）

参考

CSVファイル

Excelファイル

イメージ

イメージ

※：資料「生保オン資_支払基金様との打合せ資料_20230711」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.14. 検討経緯/検討結果の詳細：異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順

• 異なる個人番号が登録されていることを検知した場合は、以下のような枠組みで事実関係を把握し公表対応する。

2024年2月29日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応手順」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（1/6）

被保護者、福祉事務所の生保オン資の対応状況に応じ、追加周知等の対応要否を、以下３パターンにより整理した。各パターンにおいて必要な対応について、

ディスカッションさせていただきたい。

※ 対応状況は、【福祉事務所】生保オン資の導入有無、J-LIS照会結果を受けたオン資対象可否、【被保護者】マイナンバーカードの有無、初回登録の実施

有無、【医療機関・薬局】生保オン資の導入有無を指す。

＜パターン①：被保護者、福祉事務所が生保オン資に対応している場合＞

被保護者、福祉事務所に加え、医療機関・薬局が対応済みであれば、通常の想定に沿った運用を行う。

委託先の医療機関または薬局、あるいはその両方が生保オン資未対応の場合は、福祉事務所において紙の医療券・調剤券による運用が必要。また、オンライン

資格確認ができないことについて、福祉事務所から被保護者に、必要に応じて伝達することが必要。

➢ 福祉事務所に対し、今後の検証運用開始に係る事務連絡で上記対応を周知する

➢ 医療機関・薬局の対応状況については、福祉事務所において、従来通り、個別調整等を踏まえて判断する。

➢ 医療機関・薬局が未対応であったが、紙の医療券・調剤券が発行されておらず、資格確認ができない場合は現行運用と同様の対応になる（＝医療機

関・薬局が福祉事務所に架電して確認する）ため、福祉事務所に対する追加周知は不要である。

（ディスカッション）

‒ 医療機関・薬局の生保オン資対応状況のリストは参考情報として厚生労働省HPに掲載を予定しているが、当該リストについて、事務連絡において確認

するよう呼びかけるか。

⇒医療機関等側で任意にフラグ付けが可能で、実態としての対応状況との乖離の可能性があるため、周知により、社会・援護局様としての責任度合が

変わる可能性がある（参考程度であるにも関わらず、実態に即したものとして誤認される等）。

⇒一方で、あくまでも参考情報として、適宜参照する程度として周知することも考えられる。

福祉事務所

〇

×

〇

×

被保護者

〇

×

対応状況

・・・パターン①

・・・パターン②

・・・パターン③

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋

2023年12月14日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（2/6）

＜パターン②：福祉事務所が生保オン資に対応しているが、被保護者が生保オン資に対応していない場合※＞

被保護者がマイナンバーカードを所持しない場合や初回登録未実施の場合においても、運用開始後は、生保オン資の運用が原則となるため、オン

資による資格確認で対応してもらうことを基調とする。

➢ なお、マイナンバーカードを所持する場合、仮に紙の医療券・調剤券がなくとも、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーも初回登録が可

能であるため、その場で資格確認への対応が可能。

➢ これまでの原則に従うもの（生保オン資における被保護者同意は不要）であり、福祉事務所に対する追加周知までは不要。

（ディスカッション）

‒ 厚生労働省の立場では、上記原則に従い、被保護者との紙の医療券・調剤券の発行要否の調整対応までを福祉事務所に求めない方

針＝追加周知は不要とする方針で良いか。

＜パターン③：福祉事務所が生保オン資に対応していない場合※＞

被保護者、医療機関・薬局の対応状況に関わらず、福祉事務所は被保護者へ紙の医療券・調剤券を発行し、被保護者に対し、医療保険・薬

局でオンライン資格確認できない旨を伝達する必要がある。

➢ 福祉事務所に対し、今後の検証運用開始に係る事務連絡で上記対応を周知する。

※ 医療機関・薬局が対応済みであるがオン資利用できない被保護者がMNCを提示してきた場合や、被保護者が紙の医療券・調剤券を所持し

ていない場合の対応は既に医療機関等向け運用マニュアルにおいて周知済みであるため、追加周知は不要の認識。

⇒（ディスカッション） の対応状況やJ-LIS照会により、誤入力チェックシステム’24までの間にオン資対象とならない被保護者が一定数生じ

ることについて、検証運用前に医療機関等向けの周知（フォロー周知）が必要か。

福祉事務所

〇

×

〇

×

被保護者

〇

×

対応状況

・・・パターン①

・・・パターン②

・・・パターン③

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（3/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• ー〇 〇 〇 〇

• 委託先の医療機関、薬局またはその両
方が未導入であるため、紙の医療券・調
剤券のいずれか/両方の発行が必要。
⇒福祉事務所は医療機関等との個別
調整を踏まえて対応状況を確認。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 〇 〇 ×

〇 〇 × 〇

〇 〇 × ×

基本的に、委託先の医療機関・薬局が医
療扶助オン資を未導入の場合、福祉事務
所が紙の医療券・調剤券を発行し、被保
護者にオン資確認できない旨を伝えている
ので、被保護者がオン資で資格確認するこ
とはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞

• 資格確認が可能

＜医療扶助オン資未導入＞

• 被保護者がMNCを提示した場合は、
紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞

• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所
持していない場合は、福祉事務所へ架
電し、資格を確認する。
⇒周知不要（現行運用と同様）

• ー

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（4/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 自福祉事務所が未導入のため、紙の医
療券・調剤券の発行が必要。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 × 〇 ×

〇 × × 〇

〇 × × ×

基本的に、福祉事務所が紙の医療券・調
剤券を発行し、被保護者にオン資確認でき
ない旨を伝えているので、被保護者がオン
資で資格確認することはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞
• 仮に被保護者がMNCを提示した場合、

資格情報なしとなるため、福祉事務所
へ状況確認する(福祉事務所、被保護
者の対応状況)。
⇒医療機関等向け運用マニュアルで周
知済み（紙の医療券・調剤券が無けれ
ば福祉事務所に対して照会）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

〇 × 〇 〇

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（5/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 自福祉事務所が未導入のため、紙の医
療券・調剤券の発行が必要。
⇒医療券・調剤券の配布時に、オンライ
ン資格確認が実施できない旨を被保護
者に伝達する。
⇒事務連絡による周知で対応

〇 ×

× 〇

× ×

基本的に、福祉事務所が紙の医療券・調
剤券を発行し、被保護者にオン資確認でき
ない旨を伝えているので、被保護者がオン
資で資格確認することはない想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞
• 仮に被保護者がMNCを提示した場合、

資格情報なしとなるため、福祉事務所
へ状況確認する(福祉事務所、被保護
者の対応状況)。
⇒医療機関等向け運用マニュアルで周
知済み（紙の医療券・調剤券が無けれ
ば福祉事務所に対して照会）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

×

×

×

×

×

×

×

× 〇 〇

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.15. 検討経緯/検討結果の詳細：ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理（6/6）

被保護者 福祉事務所 医療機関 薬局

ステークホルダーの対応状況 必要な対応

福祉事務所 医療機関・薬局

• 被保護者がマイナンバーカードを保有し
ていない場合、初回登録未実施の場合
⇒上記の場合も、オン資対応すること
を基調とし、追加周知は不要
⇒なお、医療機関等の顔認証付きカー
ドリーダでの初回登録も可

〇 ×

× 〇

× ×

基本的に、福祉事務所が被保護者に対し、
オン資対応する前提で対応している想定。

＜医療扶助オン資導入済み＞

• 資格確認が可能
（マイナンバーカードを所持しない場合
は紙の医療券・調剤券で資格確認を実
施。被保護者が初回登録できていない
場合は、医療機関等の顔認証付カード
リーダーで初回登録を行い、資格確認を
実施）

＜医療扶助オン資未導入＞
• 被保護者がMNCを提示してきた場合は、

紙の医療券・調剤券を提示いただくよう
伝える。
⇒周知不要（現行運用と同様）

＜共通＞
• 被保護者が紙の医療券・調剤券を所

持していない場合は、福祉事務所へ架
電して、資格確認を行う。
⇒周知不要（現行運用と同様）

〇 〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

※：資料「ステークホルダの生保オン資対応状況別の運用整理_v1.0」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.16. 検討経緯/検討結果の詳細：社会保険状況フラグと資格情報に不整合が生じた際の医療機関等の対応整理

貴省への確認事項（2023/05/25）

• QA表（支払基金/支払基金ベンダ）で以下の照会をいただきましたのでご確認させてください。

➢ 医療機関等で資格確認した結果、社会保険状況に不整合がある（医療券・調剤券情報の社会保険状況が「あり」で、有
効な医療保険の資格データが存在しない。または、逆に「なし」で、有効な医療保険の資格データが存在する。）場合、オン
資の画面上には不整合がある旨の文言を表示します。当文言を表示した時の医療機関側の運用をお示し頂けますでしょう
か。
⇒医療機関側が福祉事務所または保険者に電話でデータの登録状況を確認する運用で認識合っておりますでしょうか。

貴省への確認事項（2023/06/08）

• 併用者がオンライン資格確認を行った際に、社会保険状況に不整合があった（医療券・調剤券情報の社会保険状況が「あり」で、有
効な医療保険の資格データが存在しない。または、逆に「なし」で、有効な医療保険の資格データが存在する。）場合の医療費の請求
先と負担割合についてご確認させてください。

➢ ケース1：社会保険状況に不整合があるが、福祉事務所（または医療保険者）に電話等で、医療保険・医療扶助共に有
効な資格情報が確認できた場合

• 医療費負担の割合は、通常通り、医療保険者が7割、医療扶助が3割となる認識ですが齟齬はございませんでしょう
か。
※医療保険において、オンライン資格確認で「該当資格なし」の場合でも、健康保険証の提示などで資格情報が確認
できた場合、医療保険者7割、自己負担3割の運用となっております。

➢ ケース２：社会保険状況に不整合があり、福祉事務所（または医療保険者）に電話を行ったが繋がらない等で併用である
旨を確認できなかった場合

• 社会保険状況に不整合がある場合は、医療券・調剤券情報の社会保険状況と有効な医療保険の資格データのどち
らの情報が正しいのか判別つかないため、医療機関等では、医療保険には加入していない医療扶助単独として対応す
る認識ですが、齟齬はございませんでしょうか。

• 上記が正の場合、医療費は、全額医療扶助に請求される認識ですが、齟齬はございませんでしょうか。

2023年5月25日、2023年6月8日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230525」及び資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230608」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.17. 検討経緯/検討結果の詳細：災害時医療情報閲覧における医療扶助情報利用有無区分での制御

背景

• オンライン資格確認システムでは、医療機関等単位で医療扶助情報利用有無区分（利用する／利用しない）を管理しており、
マイナンバーカードや被保険者証による資格確認機能をはじめとし、その他医療機関向け機能においても基本的には当区分で医
療扶助の利用制御をしております。

• 医療扶助情報利用有無区分（利用する）の場合、医療扶助の資格情報等が存在すれば、検索結果に応じて情報を返却し
ます。

• 医療扶助情報利用有無区分（利用しない）の場合、医療扶助の資格情報等が存在しても、情報を返却しません。

• そのため、医療扶助を利用しない医療機関等は、医療扶助対応の稼働後も稼働前の挙動（医療保険のみを資格確認の対象
とする挙動）と変わらないよう配慮をしたシステム仕様となっております。

ご確認事項

• 災害時医療情報閲覧機能（大規模災害時に氏名や住所などから資格を確認したうえで、特定健診・薬剤情報を閲覧する機
能）においては、機能目的を考慮し、例外的に医療扶助情報利用有無区分で制御しない方針でよろしいでしょうか。

観点

• 特定健診・薬剤情報はPDFでのみ閲覧可能であることから、医療機関側で取込できない懸念はないと考えております。

• 対象医療機関等が医療扶助情報利用有無区分（利用しない）の場合は、医療扶助の資格に紐づく健診情報・薬剤情報は
閲覧できなくなります。

• 医療扶助情報利用有無区分と類似した区分の特定健診利用有無区分、薬剤情報利用有無区分も医療機関単位で設定
可能となっておりますが、災害時医療情報閲覧機能においては、緊急時に患者の特定健診・薬剤情報を閲覧できるよう、い
ずれの区分でも制御対象外としています。（特定健診・薬剤情報を利用しないと設定した医療機関であっても特定健診・薬剤
情報情報を閲覧できるようになっています。）

2023年6月15日 厚生労働省様との定例会議における検討・摺合せ内容

※：資料「生保オン資_会議資料_Ver1.0_20230615」から抜粋
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧
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3. 運用課題検討
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「3. 運用課題検討」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

【ご参考】医療扶助のオンライン資格確認導入済医療機関・薬局リスト
（サンプル）

ネットワーク接続方式に関して_Ver1.7

資格情報等登録の手引き_ver1.2

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト【福祉事務所名を記入し
てください】

（福祉事務所向け）医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた
医療機関・薬局向け説明のガイドライン_Ver1.0

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた資格情報等の登録・
修正方針及び全件J-LIS照会結果を受けた対応について（依頼）
（更新版）

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_マイナンバーカードの取得促
進・初回登録等_Ver1.00

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

健診情報及び資格情報等の登録に係るベンダ説明会資料

【別添１】異なる個人番号が登録されていることを検知した場合の対応
手順_v1.0

医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）
_Ver1.0

成果物名

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20230413

【本紙】生保オン資_中間報告資料_Ver.1.00

【別紙】生保オン資_運用開始に向けた課題及び対応状況一覧
_Ver1.00

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

開催要綱_第1回目

議事次第_第1回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）資料_1.0版

開催要綱_第2回目

議事次第_第2回目

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）資料_1.0版

令和５年度報告書_Ver1.0


